健康保険の任意継続被保険者の手続きに関して

1、 提出書類　任意継続被保険者資格取得申請書
2、 添付書類　被扶養者がいる場合　→　被扶養者（異動）届

3、 提出先は、住所地を管轄する協会けんぽ
　　　　　　　

　　　　　　　※　配偶者が、被扶養者になる場合は、所得証明書が必要です。

　　　　　　　　　

因みに、任意継続被保険者になるための要件は下記の通りです。

1 ２か月以上継続して被保険者であったこと

2 資格喪失後、２０日以内に申請書を提出すること

3 任意適用事業所の適用取消しにより資格喪失した者でないこと

加入期間は、原則２年間。

申請が認められると、資格喪失日（退職日の翌日）が、任意継続被保険者としての資格を取得した日になる。

　　
